
平成24年9月7日

農林水産省

キャベツ、はくさいの緊急需給調整事業の実施について

全国農業協同組合連合会から、キャベツ、はくさいの大幅な価格下落を受け、緊急需給調整事業の実施に向けた届出がありました。これを受け、本日

以降、各出荷団体において事業が実施されます。

また、農林水産省は、本日、キャベツ、はくさいの価格低迷による売上の減少等のあった農業者に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等に

ついて、関係機関あてに依頼しました。

1．緊急需給調整事業の実施について

現在、キャベツ、はくさいが豊作基調にあり、8月下旬以降、市場への入荷量が増加したことに伴い、価格が大幅に下落し、今後も、野菜価格の低迷の長

期化が予想されています。

こうした中、全国農業協同組合連合会から、キャベツ、はくさいについて、価格の回復を図るため、需要に応じた供給量とするよう、9月20日までの間、緊

急需給調整事業を実施して、全国の市場を対象に、出荷停止の措置を行うべく、事業実施の届出がありました。（キャベツで13,080トン、はくさいで2,395ト

ン）

本日以降、各出荷団体にあっては、事業実施の届出により提出された実施計画に沿って、本事業が実施されることとなります。なお、価格が平年価格程

度まで回復すれば、事業は中止されます。

2．関連金融措置について

キャベツ、はくさいの価格低迷による売上の減少等により、農業経営の維持安定が困難となる懸念があることから、当該農業者に対する資金の円滑な融

通、既貸付金の償還猶予等が図られるよう、本日、関係機関に対して依頼しました。

また、日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金による対応が可能であることについて全国農業協同組合連合会を通じて周知しました。

（関係機関）
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（別紙１）

緊急需給調整（市場隔離）の実施計画

対象品目 事業実施主体 事業実施期間 出荷先 市場隔離

市場ブロック 数量(トン)

キャベツ ホクレン農業協同 ９月７日～１０日 北海道 ２９

組合連合会 東北 ２２

計 ５１

９月１１日～２０日 北海道 １０１

東北 ７８

計 １７９

計 ２３０

全農岩手県本部 ９月７日～１０日 東北 ２０

関東 １３０

計 １５０

９月１１日～２０日 東北 ８０

関東 ４７０

計 ５５０

計 ７００

全農群馬県本部 ９月７日～１０日 東北 ５０

関東 １,７９０

北陸 ４０

東海 １７０

近畿 ３２０

中国 ５０

四国 ３０

九州 ２２０

計 ２,６７０

９月１１日～２０日 東北 １９０

関東 ６,２８０

北陸 １３０

東海 ５８０

近畿 １,１００

中国 １９０

四国 ９５

九州 ７６５

計 ９,３３０

計 １２,０００



全農長野県本部 ９月７日～１０日 関東 １５

東海 ２０

近畿 ４５

計 ８０

９月１１日～２０日 関東 １３

東海 １７

近畿 ４０

計 ７０

計 １５０

合計 １３,０８０

（注）｢出荷先市場ブロック｣とは、対象野菜の出荷先を全国１０ブロックの地域に分割

し、出荷先を表したもの。

対象品目 事業実施主体 事業実施期間 出荷先 市場隔離

市場ブロック 数量(トン)

はくさい ホクレン農業協同 ９月７日～１０日 北海道 １０

組合連合会 関東 ２５

東海 １５

計 ５０

９月１１日～２０日 北海道 ３５

関東 ８５

東海 ５０

計 １７０

計 ２２０

全農長野県本部 ９月７日～１０日 関東 ２８５

東海 ９４

近畿 ２２１

計 ６００

９月１１日～２０日 関東 ７５０

東海 ２４５

近畿 ５８０

計 １,５７５

計 ２,１７５

合計 ２,３９５

（注）｢出荷先市場ブロック｣とは、対象野菜の出荷先を全国１０ブロックの地域に分割

し、出荷先を表したもの。



（別紙２）

２４生産第１６１２号

２４経営第１７８４号

平成２４年９月７日

農林中央金庫代表理事理事長 殿

農林水産省生産局農産部園芸作物課長

経営局金 融 調 整 課 長

キャベツ、はくさいの価格低迷に伴い経営環境が悪化している農業者等に

対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について（依頼）

農作物の価格低迷に伴い経営環境が悪化している農業者等に対する融資につきまして

は、常々格別のご配慮をいただき厚く御礼申し上げます。

このたびの猛暑等による需要減退などからキャベツやはくさいの価格は平年の７０％

を下回って低迷しており、産地では、国の緊急需給調整事業を活用した最大限の措置と

して、市場隔離を行わざるを得ない状況にあります。

つきましては、価格低迷に伴い経営環境が悪化している農業者等の状況を十分御理解

の上、経営環境が悪化している農業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶

予等が図られますよう、特段の御配慮をいただくとともに、傘下系統金融機関に対して

も周知をお願いいたします。

※ 同様の趣旨の通知を以下の関係機関・部局の長あてに発出

全国農業協同組合中央会

全国農業信用基金協会協議会

独立行政法人農林漁業信用基金

東北農政局経営・事業支援部

関東農政局経営・事業支援部

北海道農政部



（別紙３）

２４生産第１６１２号

２４経営第１７８４号

財政第４５５－１号

平成２４年９月７日

株式会社日本政策金融公庫

農林水産事業本部営業推進部長 野中 満幸 殿

農林水産省生産局農産部園芸作物課長 菱沼 義久

経営局金 融 調 整 課 長 村井 正親

財 務 省 大 臣 官 房 政 策 金 融 課 長 保井 俊之

キャベツ、はくさいの価格低迷に伴う経営環境の悪化に係る当面の貸付業務

について（依頼）

貴公庫におかれては、日頃から、農業者等に対するきめ細かい配慮を行っていただい

ているところです。

こうした中、最近は、猛暑等による需要減退などからキャベツやはくさいの価格は平

年の７０％を下回って低迷しており、産地では、国の緊急需給調整事業を活用した最大

限の措置として、市場隔離を行わざるを得ない状況にあります。

こうした状況に鑑み、農業者等の資金繰りに重大な支障が生じないよう、窓口におけ

る親身な対応、適時適切な貸出、返済猶予等既往債務の条件変更及び担保徴求の弾力化

につきまして、引き続き個別事業者の実情に応じた対応に努めていただくよう、対応方

よろしくお願いします。

また、各支店及び受託法人に対しても、上記趣旨について、十分周知徹底いただくよ

う、よろしくお願いいたします。



（別紙４）

２４生産第１６１９号

平成２４年９月７日

全国農業協同組合連合会

園芸農産部長 地挽 祐介 殿

農林水産省生産局農産部園芸作物課長 菱沼 義久

緊急需給調整事業の実施等について

先般、キャベツ、はくさいに係る緊急需給調整事業の実施に向け、貴連合会代表理事理

事長から生産局長あて実施計画の届出があり、本日以降、本実施計画に基づき、適切に本

事業が実施されることとなります。

一方、近年は、天候の変化から、出荷量の変動が大きく、出荷量が大きく減少すれば価

格も上昇しやすい状況となっております。

このため、貴職にあっては、本事業を実施する各出荷団体に対し、日々の出荷量や価格

の動向等を踏まえつつ、適切に出荷停止が行われるよう指導を行うとともに、平年価格以

上となれば、すみやかに事業を中止するなど、消費者の不安を招かないようよろしくお願

いいたします。

また、引き続き、消費拡大の取組や、給食や社会福祉施設への提供、飼料化など、供給

過剰となったキャベツ、はくさいの有効利用が図られるよう、併せてお願いいたします。

さらに、今般のキャベツ、はくさいの価格低迷による売上の減少等により、農業経営の

維持安定が困難となった農業者の皆さまに対しては、日本政策金融公庫の農林漁業セーフ

ティネット資金による対応が可能であるため、本資金の活用についても周知願います。



（参考）

緊急需給調整事業（市場隔離）について

１．事業の趣旨

本事業は、野菜の価格低落時に、予め国に届け出た実施計画に基づき、出荷団

体等が、市場隔離等を行った野菜について、予め国と生産者が１：１で（独）農

畜産業振興機構に造成している資金の中から、出荷前に要した経費（種子代等）

の一部を交付金として交付する事業です。

これにより、過剰となっている野菜の出荷量の抑制と価格の回復を図るもので

す。

※市場隔離：ほ場を特定して、出荷を一定期間停止し、価格が回復すれば、市場への出

荷を再開する手法です。

ただし、出荷停止期間中に、品質が劣化し、商品価値が喪失した場合には

土壌還元により処理されます。

２．事業の実施要件

指標となる市場（関東ブロック向けは東京都中央卸売市場大田市場）における

卸売価格が、事業を実施する際の基準となる価格（平均価格の７０％相当）を下

回り、かつ、当面このような状況が続くと見込まれる場合等に実施できるとされ

ています。

３．仕組み

H16～H21までの卸売市場の

平均価格（１００％）

事業を実施する際の

基準となる価格(７０％)

卸

売

価

格

卸売価格が７０％以下の場合に市場隔離を実施できる。
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